
安全診断報告書を事例として診断報告書作成に

おける I T の活用について紹介する。報告書作成

の前段階である受注前活動，報告書作成作業およ

びこれら作業の基盤設備について記述する。

１. 診断業務／支援ツールとしての IT

安全診断業務の各プロセスに沿って紹介する。

1.1 受注前活動

ア. 広報活動

①ホームページの作成と I S P（I nternet S ervice

P rovider）またはホームサーバーへの U pload

（ソフトの設置）

ホームページは一般的には H T M L（H yper

T ex t M ark up L anguage）というコンピュータ

言語を使って記述して作成する。この言語の知識

が必要であるが，簡便なホームページビルダー等

のソフトがあり，これを利用して作成する方法が

取られている。より簡便な方法は W OR D プログ

ラムを使用して，文書を作成する。必要に応じ画

像も文書の中に貼り付ける。W OR D の機能だけ

で一般的なホームページの表現は満たすことが可

能である。例えばクリックして指定のページ或い

は他のホームページに移動させるのであれば，そ

の表現をマウスでなぞってシャドウ付けし， 挿

入 の ハイパーリンク でファイル名あるいは

UR L を入力して指定する。文書が完成したら，

これを ファイル の W eb ページとして保存

を指定すれば H T M L 言語に変換されて保存され

る。但しこのファイル名は半角英数字で８文字以

内にする。トップページは index .htm が使われ

る。なお，アクセスカウンター，M ail to,返事を

求めるフォーム窓などの飾り機能は I S P の定め

る H T M L 言語で記述し，挿入する。上記ホーム

ペ ー ジ の H T M L 文 書 を T ex t 形 式 で 開 き，

H T M L 言語で表示されている箇所で飾りをつけ

たい箇所を修正し，上書き保存する。付属する資

料等を U p する場合 T ex t あるいは W OR D 形式

の文書を上述の方法で H T M L 形式として U p す

ることができる。

H T M L 形式での欠点の１つはブラウザ（I E，

N etscape 等）の表示する窓の大きさによって表

示される行数等が変わってしまい，意図した形で

の表示と違ってくる。A crobat の pdf 形式では

（書いた形で見える）機能によりブラウザの窓に

影響されない。さらに A crobat のセキュリティ

機能を利用して，保存，印刷，コピー等は不能で

表示のみにすることができる。知的所有権を守り

ながら U p できる。この作成法は A crobat プロ

グラムをインストールすると W OR D に結合され，

メニューバーに A crobat が追加され，W OR D で

文書を作成した後 A crobat P DF への変換 で

行う。ファイル名はホームページに U p する場合

の半角８文字以内の制約は同様である。A crobat

の欠点は表示までやや時間がかかることである。

ホームペーージを U pload する場所は I S P の

メールサービスに付属している無料のホームペー

ジホスティングを利用する。５～10M B が提供さ

れているので２～３ M B の通常のホームページ

には充分な大きさであろう。
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最近の ADS L（電話線をつかって高速伝送す

る方式），F T T H （光ファイバーを家庭まで敷き

高速伝送する方式）の急速な価格低下と普及によ

って，常時接続が手軽に利用できるようになった。

しっかりとしたセキュリティ防護をとってこれを

利用することが倫理として必須である。（後述）

S OH O（自宅，小規模オフィス）にホームサ

ーバーを設置して，ここにホームページを U p す

る。ホームページの大きさの制約がないので，画

像を多く取入れたページが可能となる。公表して

良い労災事故などの事例の画像を使えればアピー

ルするものとなる。また，内容の追加・修正が迅

速にできる。欠点はホームサーバーに必要な疑似

DN S（名前検索）機能の提供がまだ少ないこと

である。

②コンサルタント会ホームページへの登録とその

他へのリンクを張ること

コンサルタント会ホームページは http://

www.jashcon.or .jp である。ここの会員ホームペ

ージリンク集／国内の安全衛生コンサルタントの

H P に載せてもらうことを本部に依頼する。関係

の深い機関，団体，コンサルタントなどのホーム

ページにリンクを張るには①で記述したように，

その UR L をハイパーリンクとして指定すればで

きる。但し，マナー（エチケット）としてリンク

先の了解を得て行うことが必要であ。また自分の

ホームページのなかに自作と思われるような形で

他のホームページをリンク付けすることは著作権

の侵害となる恐れがある。

イ. 情報収集活動（最新状況の把握）

①関係機関等情報源ホームページ〔厚生労働省，

コンサルタント会，労働安全研究機関，労働災害

防止団体，国際規格（I S O 等）〕にアクセスして

最新の情報を入手する。例えば労働安全衛生に関

する法律，省令，規則，条例などの改定は直ぐに

これらのホームページに U p されるので必要に応

じ，印字出力すれば顧客指導時に有用である。海

外技術専門家派遣機関（J I CA，J ODC，AP O な

ど）ホームページへアクセスし，労働安全専門家

の派遣事業の有無を調べる。適合する事業があれ

ば応募する。

②労働安全情報 M L（メーリングリスト）への参

加

ホームページへのアクセスはこちらからしない

と，また，所要情報を捜さないと捉えられないが，

M L はメールアドレスを登録して置くと，メール

で情報を送ってくる。法令等の改定，関係する重

要情報が漏れることが少ない利点がある。また

M L の他の利用法としてコンサルタント同志の情

報連絡，情報共有に有効な方法である。東京支部

城西業務部会，マネジメントシステム研究会では，

無料の M L サービスを使用し，有効に活用して

いる。会員の限定されている M L は閉域接続と

言えるのでここでの情報提示は一応自由であり，

知的所有権が関係する内容も公表とは見做されな

い点で気軽にできる。

1.2 業務受託契約

①連絡手段としてメール，F AX の利用

②相互情報交換手段としてホームページ（顧客側，

および受託者）の利用

初めて接触する場合には，事前に互いの概略の

様子はホームページに U p した情報で知る事がで

き，メールでやり取りした後，一度面談して契約

に調印すれば，直ぐに業務にとりかかることがで

きる。ホームページを見て，業務依頼して来る顧

客の事例もある。

契約書作成にワードプロセッシング・プログラ

ム（W OR D，一太郎，クラリス等）を利用する。

留意事項：顧客の機密を守ること。安衛法86条

によるコンサルタントの守秘義務によって，顧客

の重要機密事項の含まれる連絡時は暗号化メール

（P G P 暗号等）が必須である。

また，e-J apan の今後の展開を 慮すると，電

子署名法が成立しているので，文書及び重要事項

連絡のメールへ電子署名をする必要がある。従来

の紙による印鑑証明書に相当する電子証明書付き

の公開鍵を使った電子署名が用いられる。今後公

的個人認証基盤の整備によって，この証明書が公

的な証明書となり，これを付けた公開鍵による電
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子署名付きメールのみで契約を交わすことに用い

られる。

1.3 事前調査

顧客より提供される事業概要を含む安全関係資

料の事前調査時に，背景となる業界状況を把握す

るために，業界団体等のホームページへアクセス

して情報を取得する。

1.4 現地（実地）診断

自らの眼をもって診断する際に，補助記録ツー

ルとして以下の道具が役立つ。

①ディジタルカメラ：小型記録媒体に数多くのデ

ィジタル画像を記録でき，現場で表示することが

可能であるとともに，診断報告書に画像を容易に

貼り付けられる。

②小型ディジタルレコーダー：打合わせ時，ある

いは現場音響状況の録音が可能である。ポケット

にはいるサイズで小型記録媒体に数十時間分の記

録ができる。

この他， コンサルタント必携 には携行品の

記載があるので，必要に応じて使用する。

1.5 報告及び記録の保存

診断報告書の作成には P C（パソコン）にワー

ドプロセッシング・プログラム（W OR D，一太

郎，クラリス等）を搭載して利用する。画像を使

った記述が理解され易い場合は，ディジタルカメ

ラで撮影したカラー画像ファイル（J P G 形式等）

を貼り付ける。画像貼り付けした報告書のページ

（例）を次頁に示す。

診断報告書を顧客等に説明する時には，P ower

P oint 形式プレゼンテーションを作成すると顧客

が理解し易い。これには文書や画像を貼り付ける

こと，あるいは事故状況など動画，現場異常音や

説明の音声を挿入することも可能である。あるい

は診断報告書が文章の羅列よりも箇条書きを中心

とした形式であれば，P ower P oint で作成する

方法もある。但し，印刷出力は文字と画像に限ら

れる。

保存：診断報告書等の文書，参 資料等を紙で

保存すると保存所要スペースを要し，必要となっ

たときの索引も工夫を要する。従来は，書架とバ

ーチカルファイル方式でこなしていたが，最近の

I T 技術進展と P C 周辺機器（電子記録機器），媒

体の低価格化は著しいので電子媒体への保存に移

行している。容量，保存年限，処理速度，媒体の

情報単位当り価格等によって使い分ける。長期保

存には光媒体：CR -R（一度記録すると以降読出

しのみとなる），CD -R /W （書込み，読出し両

用），M O（書込み，読出し両用），高速処理には

大容量磁気ディスク装置，一次保存（小容量）に

は F DD（フロッピーディスク）が適している。

1.6 事後指導

このプロセスでは上述した I T ツールが同様に

活用される。

２. 共通設備

これらの I T ツールを使用する I T 環境設備と

して以下のものが必要である。

2.1 インターネット接続環境

電子メール，ホームページ等の情報発信，取得

ソフトウェアのダウンロード，EC（エレクトリ

ックコマース）の利用，電子政府・自治体関連手

続などのためには必須である。ブロードバンド

（F T T H ，ADS L，CAT V），I S DN ，加入電話

線，携帯電話などがある。通信品質，価格（速度

単価）を 慮すると光ファイバーで家庭まで敷設

される F T T H などが推奨できる。

S OH O で複数台の P C，プリンターなどをネッ

トワーク接続する。所要機材はブロードバンドル

ーター（ファイアーウォール機能付），LAN

（L oca l A rea N etwork），P C，プリンター等で

ある。安定稼動には避雷機能のある U P S（無停

電電源装置）を装備するのが望ましい。

2.2 セキュリティ防護

昨今のウイルス蔓延，セキュリティ問題に対応
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して，どのような形式であれ，インターネット接

続する時はアンチウィルスソフトの装着，さらに

はパーソナル・ファイアウォールの装備が望まれ

る。アンチウィルスソフトの利用に際し，最新の

ウィルス定義をダウンロードしておくことが肝要

で，１日，あるいは１週間遅れたためにウィルス

被害にあった事例も聞く。この煩雑な処理を自動

化した機能が最新バージョンでは提供されている。

例えば N AV（N orton A nti V irus）では L ive

U pdate 機能でインターネットに接続時にバック

グラウンドジョブ（ユーザーが指示しなくとも，

メールの送受信中，あるいはホームページを見て

いる時に，バックグラウンドで動作する）として

自動的にウイルス定義の最新版があるかをベンダ

ーのホームページを見に行き，あれば知らせる窓

を表示したり，さらに進んだものは自動的に最新

定義ファイルをダウンロードし，イントール（ウ

ィルス定義ファイルの書換え）まで行う。バック

グラウンドジョブの起動は W indow の マイコ

ンピュータ にある コントロールパネル の
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タスク にあるイベントを右クリックでプロパ

ティを開き設定できる。システム起動時，時間指

定で何時から５分間隔等を設定する。また最近の

ウィルスはさらに巧妙になり，メールの添付ファ

イルだけでなく，W indow，I E 等のセキュリテ

ィホール（欠陥）をついて侵入するものも出てき

た。これらはアンチウィルスソフトだけでは防げ

ない。パーソナルファイアウォールも導入するこ

とが求められる。ファイアウォールは正常でない

形式でのアクセス（ウィルスやクラッカー等の不

正侵入に使用される方法）を防護する。さらには

マイクロソフト社が提供する windows，I E 等の

セキュリティホールを修正するパッチをあてるこ

とも重要である。手軽な方法は I E にある W in-

dows U pdate を利用すると自動的にシステムの

バージョンを調べ適用可能なパッチがあれば表示

するので，これをダウンロードしてインストール

すれば良い。

ホームサーバーを建てる場合はこの要塞化が必

要である。きちんと防護策を取り，外部からの不

正侵入を許さず，ホームページ内容を書換えられ

たり，壊されたり，あるいは個人情報を漏洩され

たりしないようにする。

一方，運用においては本人のみならず，

S OH O 内で I T 設備を使用する人が怪しげなサイ

ト（ホームページ）にアクセスしないこと，パス

ワードや個人情報の漏洩にかかわることのないよ

うに倫理観を持って使用することも重要である。

インターネットの利便性を利用するからには，

他に迷惑，被害を与えないことは倫理として当然

に求められることである。いわば高速道路を整備

不良車で走行しないのと同様である。

以上 I T の活用法を縷々紹介したが，基本はコ

ンサルタントとしての技術力，洞察力であり，

I T はツールに過ぎない。一般社会ではこれを本

末転倒した論調が横行しているが，これは正すべ

きだと日頃感じていることを付言して，諸先生の

ご参 になれば幸いと思い紹介させて頂きました。
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